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1
相模原市地区計画等の案の作成手
続に関する条例

都市建設局　まちづくり
推進部　都市計画課

昭和６１年１０月１日
条例第３１号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

2
相模原市立相模川ふれあい科学館
条例

環境経済局　水みどり環
境課

昭和６２年３月２７日
条例第１０号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

3
相模原市建築物における駐車施設の
附置に関する条例

都市建設局　土木部　路
政課

昭和６２年３月２７日
条例第９号

無し ○ ○ × ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ × ○ × ○ ○
要検
討

令和５年１１月に作成した「相模原市駐
車場ビジョン」を踏まえ、建物の附置義
務台数や、隔地駐車場の距離要件等
について検討が必要

□改正
■検討
□改正不要

課題整理等を行い、令和６年８月までに
方向性の検討を行う。

4
相模原市ホテル等建築の適正化に関
する条例

都市建設局　まちづくり
推進部　建築政策課

昭和６２年６月２５日
条例第２２号

令和元年１２月２３日 ○ × ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

5 相模原市特別工業地区建築条例
都市建設局　まちづくり
推進部　建築審査課

昭和６２年９月２５日
条例第２７号

平成30年3月16日 ○ ○ × ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

6 相模原市立ふれあい広場条例
市民局　市民協働推進
課

昭和６３年３月３０日
条例第４号

令和3年3月25日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

7 相模原市営自動車駐車場条例
都市建設局　土木部　路
政課

昭和６３年３月３０日
条例第９号

令和4年3月28日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

8 相模原市の休日を定める条例 総務局　人事・給与課
平成元年３月２９日
条例第４号

平成4年10月2日 ○ ○ × ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

9
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免
除及び職員の賠償責任に基づく債務
の免除に関する条例

総務局　人事・給与課
平成元年３月２９日
条例第３号

令和2年1月23日 ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

10
相模原市自転車等の放置防止に関
する条例

都市建設局　土木部　路
政課

平成元年６月３０日
条例第２５号

平成18年12月25日 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

11 相模原市立文化会館条例 市民局　文化振興課
平成元年６月３０日
条例第２６号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

12
相模原市特定建築物の建築に係る
自動車の保管場所の確保に関する条
例

都市建設局　まちづくり
推進部　建築政策課

平成元年９月３０日
条例第３２号

平成29年3月27日 ○ ○ × ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ × ○ × ○ ○
要検
討
自動車保管に係る社会情勢の変化を
踏まえた検討が必要

□改正
■検討
□改正不要

課題整理等を行い、令和７年３月までに
検討する。

13
相模原市中高層建築物の建築及び
開発事業に係る紛争の調整等に関す
る条例

都市建設局　まちづくり
推進部　建築政策課

平成元年９月３０日
条例第３１号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

14 相模原市営霊園条例 環境経済局　公園課
平成２年３月３０日
条例第９号

令和3年3月25日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

15
外国の地方公共団体の機関等に派
遣される職員の処遇等に関する条例

総務局　人事・給与課
平成４年３月２７日
条例第９号

令和4年10月3日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

16
相模原市職員の育児休業等に関する
条例

総務局　人事・給与課
平成４年３月２７日
条例第８号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

17 相模原市営斎場条例
市民局　区政推進課　斎
場準備室

平成４年３月２７日
条例第１２号

平成27年10月1日 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

条例等見直し結果一覧【条例】(第９次分)
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18
相模原市地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例

都市建設局　まちづくり
推進部　都市計画課

平成４年３月２７日
条例第１５号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

19
相模原市職員公務災害等見舞金条
例

総務局　職員厚生課
平成４年９月２５日
条例第２１号

令和4年10月3日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

20 相模原市立産業会館条例
環境経済局　産業支援
課

平成４年９月２５日
条例第２２号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
令和４年度サウンディング型市場調査
で市民等からの意見を踏まえた検討
が必要

□改正
■検討
□改正不要

全庁的な次期料金改定に合わせ、課題
整理等を行い、令和７年１０月までに方
向性を検討する。

21
相模原市認可地縁団体に関する印鑑
条例

市民局　市民協働推進
課

平成４年１２月２４日
条例第３０号

平成18年12月25日 ○ ○ × ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

22 相模原市立こどもセンター条例
こども・若者未来局　こど
も・若者支援課

平成４年１２月２４日
条例第３３号

平成30年12月21日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

23 相模原市公共料金支払基金条例 会計管理者　会計課
平成５年３月３０日
条例第９号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

24
相模原市看護師等修学資金貸付条
例

健康福祉局　保健衛生
部　医療政策課

平成５年３月３０日
条例第１２号

令和2年10月28日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ × ○
要検
討

第２条及び第４条の規定について整理
が必要
第８条の規定について表現の明確化
が必要

■改正
□検討
□改正不要

令和６年３月までに改正する。

25 相模原市国際交流基金条例 市民局　国際課
平成６年３月３０日
条例第１号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ × ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

26
相模原市議会議員及び相模原市長
の選挙における選挙運動の公費負担
に関する条例

行政委員会事務局　選
挙課

平成６年６月３０日
条例第１４号

令和4年12月26日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

27 相模原市立障害者支援センター条例
健康福祉局　地域包括
ケア推進部　高齢・障害
者福祉課

平成６年１２月１９日
条例第２７号

平成30年3月26日 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

28 相模原市市街地整備基金条例
都市建設局　まちづくり
推進部　都市整備課

平成７年３月２３日
条例第１０号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

29 相模原市立博物館条例
教育局　生涯学習部　博
物館

平成７年３月２３日
条例第１３号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

30
相模原市消防団員等公務災害等補
償条例

消防局　消防総務課
平成７年３月２３日
条例第１５号

令和4年4月1日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

31 相模原市立野外体験教室条例
教育局　学校教育部　相
模川自然の村野外体験
教室

平成７年９月２９日
条例第２８号

平成28年3月25日 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

32
相模原市長の資産等の公開に関する
条例

市長公室　秘書課
平成７年１２月２０日
条例第３２号

平成19年8月3日 ○ ○ × ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

33 相模原市環境基本条例
環境経済局　ゼロカーボ
ン推進課

平成８年１０月４日
条例第２６号

平成17年12月21日 ○ ○ × ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

【条例】(2/6) ※　最終改正日は、調査基準日(令和５年４月１日)現在のもの
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（4）協働
性

例規名

「既存条例等の見直し」に基づく適時性の確認

（１）必要性 （２）有効性 （5）適合性

理由、その他意見等 対応区分
No

見直し結果

（6）適法
性

　　　　　　　　　　　対応内容

※　「改正」又は「検討」といった対応区分
としたものについては、原則として一定
の期限を設定させていただいています。
特段の事業により対応が困難な場合等
はご連絡ください。

最終改正日
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性

制定年月日
条例番号

（３）効率
性

34
相模原市立高齢者デイサービスセン
ター条例

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　高齢・障害
者福祉課

平成８年１０月４日
条例第２３号

平成25年3月25日 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ×
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

35 相模原市立総合水泳場条例 市民局　スポーツ施設課
平成８年１２月１９日
条例第３７号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

36
相模原市立相模原市民ギャラリー条
例

市民局　文化振興課
（相模原市民ギャラリー）

平成９年３月３１日
条例第９号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

37 相模原市行政手続条例 総務局　総務法制課
平成９年１０月１日
条例第１３号

平成26年12月24日 ○ ○ × ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

38 相模原市市営住宅条例
都市建設局　まちづくり
推進部　住宅課

平成９年１０月１日
条例第１９号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ × ○ ○ 適切

困難な問題を抱える女性への支援に
関する法律(令和４年法律第５２号)の
施行により、婦人保護施設が女性自
立支援施設とされること、及び公営住
宅の廃止に伴い改正が必要

■改正
□検討
□改正不要

令和６年３月までに改正する。

39
相模原市ごみの散乱防止によるきれ
いなまちづくりの推進に関する条例

環境経済局　資源循環
推進課

平成９年１０月１日
条例第１８号

平成30年3月26日 ○ ○ × ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

40 相模原市立青少年学習センター条例
こども・若者未来局　こど
も・若者支援課　青少年
学習センター

平成１０年１２月２１日
条例第３３号

平成27年3月23日 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

41
相模原市違法駐車等の防止に関する
条例

市民局　交通・地域安全
課

平成１１年３月２９日
条例第１１号

平成22年4月16日 ○ × × ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

42 相模原市感染症診査協議会条例
健康福祉局　保健衛生
部　疾病対策課

平成１１年１２月２２日
条例第３９号

平成19年3月9日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

43 相模原市都市計画審議会条例
都市建設局　まちづくり
推進部　都市計画課

平成１１年１２月２２日
条例第４６号

平成21年12月22日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

44
相模原市立男女共同参画推進セン
ター条例

市民局　人権・男女共同
参画課

平成１１年１２月２２日
条例第２７号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

45
相模原市浄化槽保守点検業者の登
録に関する条例

都市建設局　土木部　下
水道料金課

平成１１年１２月２２日
条例第４４号

令和2年3月16日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

46 相模原市立児童クラブ条例
こども・若者未来局　こど
も・若者支援課

平成１１年１２月２２日
条例第５６号

令和元年10月1日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

47 相模原市立ふれあいセンター条例
健康福祉局　地域包括
ケア推進部　高齢・障害
者福祉課

平成１１年１２月２２日
条例第３３号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

48
相模原市保健所及び保健センター条
例

健康福祉局　保健衛生
部　地域保健課

平成１１年１２月２２日
条例第３７号

令和元年7月1日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

49 相模原市食品衛生法施行条例
健康福祉局　保健衛生
部　生活衛生課

平成１１年１２月２２日
条例第４１号

令和2年12月21日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

【条例】(3/6) ※　最終改正日は、調査基準日(令和５年４月１日)現在のもの
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50
相模原市小規模水道及び小規模受
水槽水道における安全で衛生的な飲
料水の確保に関する条例

健康福祉局　保健衛生
部　生活衛生課

平成１１年１２月２２日
条例第４２号

平成18年12月25日 ○ ○ × ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

51 相模原市建築基準条例
都市建設局　まちづくり
推進部　建築審査課

平成１１年１２月２２日
条例第４７号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ × ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

52 相模原市準用河川占用料徴収条例
都市建設局　土木部　河
川課

平成１１年１２月２２日
条例第５０号

平成30年12月21日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

53
相模原市介護保険給付費等支払準
備基金条例

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　介護保険課

平成１２年３月２４日
条例第１１号

平成18年3月9日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

54 相模原市青年起業家育成基金条例
環境経済局　産業支援
課

平成１２年３月２４日
条例第１８号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

55 相模原市手数料条例 財政局　財政課
平成１２年３月２４日
条例第７号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

56 相模原市介護保険条例
健康福祉局　地域包括
ケア推進部　介護保険課

平成１２年３月２４日
条例第１０号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ × ○ ○ 適切
令和６年度から令和８年度までの第１
号保険者の保険料率について改正す
る。

■改正
□検討
□改正不要

令和６年３月までに改正する。

57
相模原市文化財の保存及び活用に
関する条例

教育局　生涯学習部　文
化財保護課

平成１２年７月３日
条例第２７号

令和4年3月28日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

58 相模原市情報公開条例
総務局　情報公開・文書
管理課

平成１２年１２月２５日
条例第３９号

令和4年12月26日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ × ○ ×
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○
要検
討

第９条及び第１４条第２項第１号の規
定について整理が必要
受益者負担の見直しによる手数料の
見直し及び大量請求の対応について
検討が必要

■改正
■検討
□改正不要

課題整理等を行い、令和７年１０月まで
に検討する。

59 相模原市立総合学習センター条例
教育局　生涯学習部　生
涯学習センター

平成１２年１２月２５日
条例第３９号

平成21年12月22日 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

60
相模原市外部監査契約に基づく監査
に関する条例

総務局　コンプライアンス
推進課

平成１３年３月２８日
条例第４号

平成16年3月26日 ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

61 相模原市立杜のホールはしもと条例 市民局　文化振興課
平成１３年３月２８日
条例第２号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

62 相模原市立公文書館条例
総務局　情報公開・文書
管理課

平成２６年７月１日
条例第２７号

令和2年12月21日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

63
相模原市職員の配偶者同行休業に
関する条例

総務局　人事・給与課
平成２６年７月１日
条例第２９号

平成29年3月27日 ○ ○ × ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

64 相模原市環境影響評価条例
環境経済局　ゼロカーボ
ン推進課

平成２６年７月１日
条例第３３号

平成26年12月24日 ○ ○ × ○ ○ ○
非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

65
相模原市消防長及び消防署長の資
格を定める条例

消防局　消防総務課
平成２６年７月１日
条例第３５号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

【条例】(4/6) ※　最終改正日は、調査基準日(令和５年４月１日)現在のもの
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66
相模原都市計画事業麻溝台・新磯野
第一整備地区土地区画整理事業の
施行に関する条例

都市建設局　まちづくり
推進部　麻溝台・新磯野
地区整備事務所

平成２６年９月３０日
条例第４３号

令和2年3月16日 ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

67 相模原市立認定こども園条例
こども・若者未来局　保
育課

平成２６年１０月１日
条例第５２号

令和4年10月3日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

68
相模原市小児慢性特定疾病審査会
条例

こども・若者未来局　こど
も家庭課

平成２６年１２月２４日
条例第８０号

無し ○ ○ × ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

69
相模原市落書き行為の防止に関する
条例

市民局　交通・地域安全
課

平成２７年３月２３日
条例第１１号

無し ○ ○ × ○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

70
相模原市民生委員の定数を定める条
例

健康福祉局　生活福祉
部　生活福祉課

平成２７年３月２３日
条例第１２号

令和元年7月1日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

71 相模原市子どもの権利条例
こども・若者未来局　こど
も・若者支援課　青少年
学習センター

平成２７年３月２３日
条例第１９号

平成31年3月18日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

72
相模原市特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業に係る利用者負
担等に関する条例

こども・若者未来局　保
育課

平成２７年３月２３日
条例第２０号

令和4年10月3日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

73

地域における医療及び介護の総合的
な確保を推進するための関係法律の
整備等に関する法律附則第14条第1
項に規定する経過措置に関する条例

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　福祉基盤課

平成２７年３月２３日
条例第１６号

無し ○
非
該
当

× ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

74
相模原市廃棄物処理施設の設置等
の手続に関する条例

環境経済局　廃棄物指
導課

平成３０年１０月１日
条例第５０号

無し ○ ○ ○ ○ ○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

75
相模原市保護施設等の設備及び運
営に関する基準を定める条例

健康福祉局　生活福祉
部　生活福祉課

平成３１年３月１８日
条例第９号

無し ○ × ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

76
相模原市婦人保護施設の設備及び
運営に関する基準を定める条例

こども・若者未来局　こど
も家庭課

平成３１年３月１８日
条例第１６号

無し ○ × ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○ ○
非
該
当

○ ○ ○ 適切

困難な問題を抱える女性への支援に
関する法律(令和４年法律第５２号)の
施行により、婦人保護施設が女性自
立支援施設とされることから、改正が
必要

■改正
□検討
□改正不要

「婦人保護施設の設備及び運営に関す
る基準を定める条例」を廃止し、令和６年
３月に新たな基準省令を踏まえた条例を
制定する。

77
相模原市児童福祉法に基づく事業及
び施設の人員、設備及び運営に関す
る基準等を定める条例

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　福祉基盤課

平成３１年３月１８日
条例第１１号

令和5年3月20日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

78
相模原市認定こども園の要件及び基
準を定める条例

こども・若者未来局　保
育課

平成３１年３月１８日
条例第１４号

令和5年3月31日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

79
相模原市特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業の運営に関する基
準を定める条例

こども・若者未来局　保
育課

平成３１年３月１８日
条例第１５号

令和元年7月1日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

80
相模原市老人福祉法等に基づく施設
の設備及び運営に関する基準を定め
る条例

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　福祉基盤課

平成３１年３月１８日
条例第１２号

無し ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

【条例】(5/6) ※　最終改正日は、調査基準日(令和５年４月１日)現在のもの
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81

相模原市障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法
律に基づく事業及び施設の人員、設
備及び運営に関する基準等を定める
条例

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　福祉基盤課

平成３１年３月１８日
条例第１０号

無し ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○
非
該
当

○ ○ 適切
□改正
□検討
■改正不要

82
相模原市介護保険法に基づく事業及
び施設の人員、設備及び運営に関す
る基準等を定める条例

健康福祉局　地域包括
ケア推進部　福祉基盤課

平成３１年３月１８日
条例第１３号

令和3年3月17日 ○ ○ ○ ○
非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

非
該
当

○ ○
非
該
当

○ × ○ ○ 適切
令和６年３月３１日で介護療養型医療
施設が廃止予定のため、改正が必要

■改正
□検討
□改正不要

令和６年３月までに改正する。

【条例】(6/6) ※　最終改正日は、調査基準日(令和５年４月１日)現在のもの


